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生
活
に
お
困
り
の
場
合
は
ご

相
談
く
だ
さ
い

　
本
庄
市
自
立
相
談
支
援
窓
口
で

は
、
生
活
に
不
安
を
抱
え
る
方
や

経
済
的
に
困
窮
し
て
い
る
方
（
生

活
保
護
受
給
者
を
除
く
）
か
ら
の

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
相

談
は
、
市
役
所
又
は
本
庄
市
社
会

福
祉
協
議
会
で
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

　
専
門
の
相
談
員
が
自
立
に
向
け

た
支
援
内
容
を
一
緒
に
考
え
、
関

係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
必
要
な

支
援
を
行
い
ま
す
の
で
、
一
人
で

悩
ま
ず
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

申
込　
電
話
又
は
直
接
左
記
へ

★
生
活
自
立
支
援
課
☎
25-

１
１

５
９
、
本
庄
市
社
会
福
祉
協
議

会
☎
24-

２
７
５
５

公
共
下
水
道
へ
の
接
続
は
お

早
め
に

　
公
共
下
水
道
は
、
清
潔
で
快
適

な
生
活
環
境
を
つ
く
り
、
川
や
海

の
水
質
保
全
に
役
立
っ
て
い
ま

す
。
公
共
下
水
道
の
使
え
る
区
域

に
な
っ
て
い
る
ご
家
庭
は
、
遅
滞

な
く
下
水
道
へ
接
続
を
し
て
く
だ

さ
い
。　
　

　
な
お
、
く
み
取
り
式
ト
イ
レ
が

あ
る
場
合
に
は
、
水
洗
式
に
改
造

し
、
下
水
道
へ
の
接
続
を
お
願
い

し
ま
す
。

〇
下
水
道
に
接
続
す
る
に
は

①
下
水
道
接
続
工
事
は
市
指
定
下

水
道
工
事
店
に
依
頼
し
て
く
だ

さ
い
。
数
社
か
ら
見
積
も
り
を

出
し
て
も
ら
い
検
討
す
る
こ
と

を
お
す
す
め
し
ま
す
。

※
見
積
も
り
は
有
料
の
場
合
も
あ

り
ま
す
。
必
ず
確
認
し
て
く
だ
さ

い
。

②
依
頼
す
る
工
事
店
が
決
ま
り
ま

し
た
ら
、
設
計
や
見
積
書
等
を

よ
く
確
認
し
、
お
互
い
に
納
得

し
た
う
え
で
契
約
を
し
て
く
だ

さ
い
。

③
工
事
を
施
工
し
て
公
共
下
水
道

へ
接
続
し
て
く
だ
さ
い
。
工
事

は
ト
イ
レ
や
台
所
、
浴
室
な
ど

の
排
水
口
と
、
下
水
本
管
を
結

ぶ
取
付
管
ま
で
を
つ
な
ぐ
も
の

で
す
。

④
接
続
工
事
が
完
了
し
た
ら
、
工

事
が
適
正
に
行
わ
れ
た
か
確
認

す
る
た
め
、
市
職
員
が
検
査
に

伺
い
ま
す
。

※
工
事
費
用
に
融
資
あ
っ
せ
ん
制

度
を
利
用
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。
詳
細
は
、
下
水
道
課
（
市
役

所
２
階
）
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〇
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
へ
の

接
続

　
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
が
整

備
さ
れ
て
い
る
地
域
の
ご
家
庭
は

排
水
処
理
施
設
へ
の
接
続
を
お
願

い
し
ま
す
。

　
な
お
、
す
で
に
使
用
し
て
い
る

ご
家
庭
で
、
次
の
①
～
③
に
該
当

す
る
場
合
は
下
水
道
課
へ
の
届
出

が
必
要
で
す
。

①
転
入
、
転
出
、
出
生
、
死
亡
等

に
よ
り
世
帯
人
数
が
増
減
し
た

場
合

②
使
用
を
停
止
・
再
開
す
る
場
合

や
、
売
買
等
に
よ
り
建
物
の
所

有
者
が
変
わ
る
場
合

③
建
物
の
改
築
等
に
よ
り
宅
内
配

管
に
変
更
が
生
じ
る
場
合

〇
農
業
集
落
排
水
事
業
受
益
者
分

担
金

　
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
へ
の

接
続
を
希
望
し
、
新
た
に
取
付
マ

ス
を
設
置
す
る
場
合
は
、
１
か
所

42
万
円
の
受
益
者
分
担
金
を
納
め

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
接
続
を
希
望
さ
れ
る
際
は
下
水

道
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

★
下
水
道
課
☎
25-

１
１
４
６

本
庄
早
稲
田
の
杜
ミ
ュ
ー
ジ

ア
ム
の
開
館
延
期
に
つ
い
て

　
本
庄
早
稲
田
の
杜
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
の
開
館
を
５
月
15
日
に
予
定
し

て
い
ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
の
影
響
に

よ
り
延
期
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
開
館
日
に
つ
き
ま
し
て
は
、

決
定
次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

★
文
化
財
保
護
課☎

25-

１
１
８
５

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉

郵送等での手続きを
ご利用ください

▲市ホーム　
　ページ

　不要不急の外出を控えていただ
くため、郵送等でできる手続きを、
市ホームページで紹介しています。　　
　手続き方法についての詳細は各
担当部署へお問い合わせください。
★企画課☎25-１１５７

〈
広
告
〉

〈
広
告
〉

介
護
保
険
利
用
者
負
担
金
助

成
制
度
、
負
担
限
度
額
認
定

の
申
請(
更
新)

を
忘
れ
ず
に

　
介
護
保
険
利
用
者
負
担
金
助
成

制
度
、
負
担
限
度
額
認
定
は
、
申

請
月
分
か
ら
対
象
で
す
。
制
度
を

利
用
し
た
い
方
は
、
事
前
に
受
給

資
格
の
認
定
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
現
在
利
用
し
て
い
る
方

の
有
効
期
限
は
７
月
末
で
す
。
継

続
す
る
場
合
は
、
再
度
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

①
介
護
保
険
利
用
者
負
担
金
助
成

制
度

　
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
場

合
、
利
用
者
負
担
金
の
一
部
を
助

成
す
る
制
度
で
す
。

対
象　
介
護
認
定
を
受
け
て
い
て
、

令
和
２
年
４
月
１
日
時
点
で
次

の
要
件
を
満
た
す
方
（
生
活
保

護
受
給
者
を
除
く
）

・
令
和
２
年
度
の
市
民
税
非
課
税

世
帯
で
老
齢
福
祉
年
金
を
受
給

し
て
い
る
方
…
利
用
者
負
担
金

の
２
分
の
１
を
助
成

・
令
和
２
年
度
の
市
民
税
が
世
帯

全
員
非
課
税
の
方
…
利
用
者
負

担
金
の
４
分
の
１
を
助
成

用
意　
対
象
者
名
義
の
通
帳
、
印

鑑
（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

※
左
記
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

・
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護

（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
）
サ
ー
ビ
ス

・
特
定
施
設
入
居
生
活
介
護
（
有

料
老
人
ホ
ー
ム
等
）
サ
ー
ビ
ス

・
他
の
減
額
制
度
等
に
よ
り
、
利

用
者
負
担
金
が
減
額
に
な
っ
て

い
る
も
の

②
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定

　
介
護
保
険
で
施
設
サ
ー
ビ
ス
や

短
期
入
所
（
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
）

を
利
用
し
た
場
合
に
、
居
住
費
や

食
費
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
制
度

で
す
。

対
象

・
令
和
２
年
度
の
市
民
税
に
つ
い

て
、
別
世
帯
の
配
偶
者
（
事
実

婚
の
配
偶
者
含
む
）
及
び
世
帯

全
員
が
非
課
税
の
方

・
預
貯
金
等
が
、
単
身
の
場
合
は

１
０
０
０
万
円
以
下
、夫
婦
の
場

合
は
２
０
０
０
万
円
以
下
の
方

用
意

・
令
和
２
年
度
の
介
護
保
険
負
担

限
度
額
認
定
証

・
預
貯
金
通
帳
の
写
し(

申
請
日
に

で
き
る
だ
け
近
い
時
点
の
も
の)

・
価
格
評
価
が
容
易
な
も
の
（
有

価
証
券
、
投
資
信
託
等
）
に
つ

い
て
は
資
産
評
価
を
確
認
で
き

　
る
書
類
（
入
手
が
容
易
な
も
の

　
に
限
る
）

・
印
鑑
（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

※
継
続
入
所
中
の
方
が
行
う
更
新

手
続
き
の
場
合
、
預
貯
金
通
帳
の

写
し
等
の
書
類
の
添
付
は
不
要
で

す
。

《
①
②
共
通
》

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
防
止
の
た
め
、
郵
送
で
も
受
け

付
け
ま
す
。
申
請
書
（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
）
に

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
②
の

場
合
に
は
添
付
書
類
と
あ
わ
せ
て

左
記
へ
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

郵
送
先　
〒
３
６
７-

８
５
０
１

本
庄
市
本
庄
３-

５-

３

　
本
庄
市
役
所
介
護
保
険
課

受
付
期
間　
６
月
15
日
㈪
～
８
月

31
日
㈪
（
必
着
）（
土
・
日
・

休
日
を
除
く
）

受
付
場
所　
介
護
保
険
課
（
市
役

所
１
階
）、
支
所
市
民
福
祉
課

（
ア
ス
ピ
ア
こ
だ
ま
内
）

★
介
護
保
険
課
☎
25-
１
７
１
９

あ
た
た
か
い
愛
の
心
で
「
献

血
」
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

日
時　
６
月
22
日
㈪　
午
前
10
時

～
11
時
15
分
、
午
後
０
時
30
分

～
４
時

場
所　
本
庄
市
役
所

対
象　
16
歳
か
ら
69
歳
ま
で
の
方

※
65
歳
か
ら
69
歳
ま
で
の
方
は
、

60
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
間
に
献
血

を
し
た
方
に
限
り
ま
す
。

※
疾
病
や
服
薬
な
ど
に
よ
り
、
献

血
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

種
類　
全
血(

４
０
０
㎖
・
２
０

　
０
㎖)

※
４
０
０
㎖
採
血
の
基
準
を
満
た

し
て
い
る
方
は
、
４
０
０
㎖
献

血
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

２
０
０
㎖
献
血
は
、
必
要
量
が
集

ま
り
次
第
、
終
了
す
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
予
防

の
た
め
の
お
願
い

　
献
血
前
に
体
温
測
定
・
手
指
消

毒
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

味
覚
・
嗅
覚
の
違
和
感
を
自
覚
す

る
方
に
は
、
念
の
た
め
、
献
血
を

ご
遠
慮
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

★
健
康
推
進
課
（
保
健
セ
ン
タ
ー

内
）
☎
24-

２
０
０
３

令
和
２
年
度
教
科
書
展
示
会

主
催　
埼
玉
県
教
育
委
員
会

日
時　
６
月
10
日
㈬
～
25
日
㈭　

午
前
11
時
～
午
後
６
時　

※
月
曜
日
は
休
館
で
す
。

会
場　
図
書
館
本
館

★	

学
校
教
育
課
☎
25-

１
１
８
３

脇島正法律事務所
埼玉弁護士会所属 弁護士 脇島 正

予約制 受付時間：平日 ～

〒 本庄市早稲田の杜
からも予約できます

収入のない方も安心してご相談ください
法テラス制度を利用することで負担なく弁護士に依頼できます

夜間・土日
応相談

初回相談料無料
障障害害年年金金のの専専門門家家    社社会会保保険険労労務務士士（（初初回回相相談談はは無無料料でですす））  

連連絡絡先先    本本庄庄市市西西五五十十子子２２１１６６－－９９                              

ＴＴＥＥＬＬ    ００８８００--１１２２４４２２－－７７６６９９６６  

UURRLL::hhttttpp::////ssrr--kkuurraattaa..ccoomm//MMeessssaaggee..hhttmmll  

☆ あきらめていませんか！！ 

障害年金を 

倉倉田田和和子子  

◎ホームページバナー広告随時募集中！
　詳しくは、市ホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　  ★広報課☎ 25- １１５５


